
 

事業名 農業・農村多面的機能支払事業 

事業内容 

（目的・概要） 

 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のための地域活動や、道水路

や農村環境の適切な保全活動を支援することにより、持続的な農業生産活動

を通じた農地の公益的機能の維持・発揮を図る。 

事業主体 市町 

採択要件 

【農地維持活動】 

１ 農地維持活動により管理される水路・農道等施設と一体となって効果的に

保全が図られる一団の農用地等。 

２ 市町と一定の要件を満たす活動について、協定を締結した活動組織。 

３ 多様な主体が参画した活動組織であって、一定の要件を満たす活動につい

て、関係市町から活動計画の認定を受けた活動組織。 

【資源向上（共同）活動】 

１ 農地維持活動又は中山間地域等直接支払事業により、地域の農業者だけで

なく、地域住民や都市住民も含めた多様な主体の参画を得て、共同活動を

実施している地域。 

【資源向上（長寿命化）活動】 

１ 資源向上（共同）活動を実施している地域。 

２ 機能保全計画の作成。 

交付単価 

○基本単価 

活動組織に対し 10ａ当たり次の単価を交付する。 

１ 農地維持活動 

 田 ：３,０００円 

 畑 ：２,０００円 

 草地：  ２５０円 

２ 資源向上（共同）活動 

 田 ：２,４００円 

 畑 ：１,４４０円 

 草地：  ２４０円 

※旧農地・水の共同活動又は資源向上支払（共同活動）を５年以上実施し

た農用地及び資源向上対策（長寿命化）の対象農用地は、交付単価に 0.75

を乗じた額。 

３ 資源向上（長寿命化）活動 

 田 ：４,４００円 

 畑 ：２,０００円 

 草地：  ４００円 

制度創設年度 平成 19年度 

関係省庁名 農林水産省 

最近の実績 令和５年度取組面積：18,870ha 

問合せ先 
農林水産局農業基盤課 

Tel 082(513)3657 e-mail nounouki@pref.hiroshima.lg.jp 

 


